
令和８（2026）年度 大学地域連携活動支援事業 実施方針 

 

◆目的 

学生の新しい発想や活力と大学等が有する専門性を生かし、地域団体と連携しながら栃木県内の地

域課題を解決する活動を支援することにより、大学等が有する知の拠点機能を充実させ、地域に貢献

する実践的な人材育成や世代間交流を促進するとともに、地域への愛着や誇りを醸成し、地元定着を

図ることを目的とする。 

 

◆実施期間  

令和元（2019）年度～令和８（2026）年度 

 ※複数年にわたるものも可。なお、申請・採択は単年度ごと。 

 

◆実施主体 

 大学コンソーシアムとちぎを構成する県内高等教育機関 

 

◆活動主体 

 (1)県内大学等のゼミナール 

 (2)県内大学等の学生グループ等（サークル、同好会及び任意の学生団体グループ） 

 ※代表者の在籍する大学等の教員が指導教員として１名以上参画すること。 

   ※複数の大学等が連携することも可（代表者が県内大学等の学生であれば県外の大学等との連携

も可）。 

 

◆支援対象となる活動 

学生が地域団体と連携しながら地域課題を解決する活動であり、次に掲げる要件を全て満たすもの。 

(1)対象となる地域及び地域団体が特定されており、活動主体と地域団体との連携内容が明確である

こと。 

 (2)単発的、一過性の取組ではなく、年度を通して継続的に取り組むものであること。 

(3)地域団体が主体的に参画し、活動の全体を通して学生との活発な交流・連携が期待されるものであ

ること。 

 ※地域団体：県内の市町村、自治会、商店街組合、地域住民グループ、ＮＰＯ法人、企業等。 

※活動地域は県内に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告会の実施 

(1)中間報告会・成果報告会【県主催】 

  活動報告※、地域での実践活動に携わっている専門家からのアドバイスによる活動のブラッシュア

ップ、学生グループ相互の情報交換・意見交換 
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  ※活動内容や地域団体との連携内容、成果、今後の活動方針、地域団体からのコメント（学生とと

もに地域活動を行った感想や今後の抱負等）等 。 

(2)地域報告会 

活動主体が自らの企画で、活動地域での成果報告会を毎年度１回以上開催 

(3)学内等報告会 

大学等内において、活動主体以外の学生に対する成果報告会を毎年度１回以上開催することが望ま

しい。 

※(2)及び(3)について、申請時に「大学地域連携活動支援事業事業計画書」（別記様式第１号）の２

(2)「実施内容」に記載すること。(3)については審査加点となる。 

 

◆実績報告書の提出 

年度末に大学等設置者（法人）を通して県に提出 

 

◆補助金の交付先  

（活動主体の代表者の在籍する）大学等設置者（法人） 

 

◆補助金額及び対象経費等 

(1) 補助金額：活動１件当たり上限100万円（補助対象経費の10/10以内） 

(2) 対象経費：報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告料、手数料、保険 

料、使用料及び賃借料、委託料（補助対象経費の50%を超える場合又は活動の中核に当

たるような場合は、補助対象外） 

［対象外］・補助事業を実施するために直接必要とは認められない経費 

・食糧費 

・備品購入費 

 

◆応募方法 

「大学地域連携活動支援事業事業計画書」を大学等設置者（法人）宛てに提出 

 

◆選考方法 

 書面審査（必要に応じて面接・聞き取り等実施） 

 

◆主なスケジュール 

４月  募集開始（～５月） 

６月   採択決定、交付申請 
７月  交付決定 

   １０月   中間報告会 

   翌年２月   成果報告会 

～３月  実績報告書の提出 

  


